
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.補助金の交付申請 

 

お問合せ先：和束町役場 まちづくり応援課  

▶TEL 0774-78-3002  ▶E-mail matidukuri@town.wazuka.lg.jp 

移住促進特別区域 

①手続きの流れ 

 
(まちづくり応援課→京都府) 

交付申請 

【空家活用移住促進事業補助金】 

【提出書類】 

・交付申請書(来庁時記載) 

・見積書 

・不動産売買契約書 

・府税滞納確認の同意書(来庁時記載) 

・住民票(すでに和束町へ住所を移されている方) 

・印鑑 

(申請者→まちづくり 

応援課) 

2.補助金の交付決定 審査の結果、可否を書面(交付決定通知書)にてお知らせします。 

【目安：申請日から３週間ほど】 

 

(まちづくり応援課→申請者) 

3 .事 業 着 手 

( 申請者 ) 

必ず交付決定後に事業に着手してください。 

※事業内容に変更等生じた場合は速やかに担当までご連絡ください。 

※実績報告用に着手前の写真を撮影してください。 

事業終了後 

 【提出書類】 

・事業実績報告書(来庁時記載) 

・改修前後の写真(Before と After が分かるように) 

・請求書、領収書 

・住民票(申請時に提出されていない方) 

・印鑑 

※工事完了から 1 カ月後もしくは交付決定を受けた年度の２月下旬

までのいずれか早い日までに提出してください。 

4 .実 績 報 告 

(申請者→まちづくり 

応援課) 

5 . 支 払 い 
・補助金の交付確定通知書が届いたら交付請求書を提出してください。 

・交付請求書を受付後、1 ヶ月を目安に所定の口座へ振り込みます。 

 
(京都府→まちづくり応援課) 

交付の可否通知 

交付確定通知 

(まちづくり応援課→申請者) 


